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新潟県災害対策本部規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成31年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第34号 

新潟県災害対策本部規則の一部を改正する規則 

新潟県災害対策本部規則（昭和41年新潟県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削る。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という｡)に対応する次の表の改正前の欄の

表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)が存在する場合には当該改正表を当該改正後表に改め、改正

後表に対応する改正表が存在しない場合には当該改正後表を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
 （統括調整会議） 

第７条 （略） 

２ 統括調整会議は、統括調整部長、統括調整部副

部長、統括調整部の各グループリーダー、各サブ

リーダー、各班長及び各局長並びに統括調整部長

が指定する部の統括調整員をもつて構成し、統括

調整部長が主宰する。 

 

別表第１（第６条関係） 

(1) 統括調整部 

統括調整部長 

 （略） 

統括調整部副部長 

  （略） 

  広域応援・受援調整グループリーダー 

 サブリーダー 

情報収集班長 

 （略） 

（略） 

救援救助班長 

 副班長 

航空運用調整班長 

 副班長 

（略） 

（略） 

(2) 保健医療教育部 

保健医療教育部長 

 保健医療教育部副部長 

  統括調整員 

保健医療調整班長 

 副班長 

（略） 

(3) 被災者対策部 

被災者対策部長 

 被災者対策部副部長 

 （統括調整会議） 

第７条 （略） 

２ 統括調整会議は、統括調整部長、統括調整部副

部長、統括調整グループのグループリーダー及び

各サブリーダー、統括調整部の各班長及び各局長

並びに統括調整部長が指定する部の統括調整員

をもつて構成し、統括調整部長が主宰する。 

 

別表第１（第６条関係） 

(1) 統括調整部 

統括調整部長 

 （略） 

統括調整部副部長 

  （略） 

   

 

情報収集班長 

 （略） 

（略） 

広域応援・救助班長 

 副班長 

  

  

（略） 

（略） 

(2) 保健医療教育部 

保健医療教育部長 

 保健医療教育部副部長 

  統括調整員 

 

 

（略） 

(3) 被災者救援部 

被災者救援部長 

 被災者救援部副部長 
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  （略） 

  被災者対策班長 

  副班長 

  

  

 （略） 

(4)～(7) （略） 

  （略） 

  被災者情報管理班長 

  副班長 

 避難者対策班長 

  副班長 

（略） 

(4)～(7) （略） 
  

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 
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